
ク クパ ド広告 ご案内クックパッド広告メニューのご案内

２００８年１０月～１２月（１０月６日週～対応）

２００８年９月３日改訂



４４６万人が集まる「クックパッド」とは？

日本最大 ４４６日本最大月間４４６万人が利用する料理サイト
ユーザーの投稿から生まれた４０万品に及ぶ世界最大規模のレシピ数が人気の秘訣！

クックパッド基本デ タクックパッド基本データ（※2008年5月実績）

トップpv／月 全体pv／月 ユニークユーザー数

１,５２０万ｐｖ ２億８,３００万ｐｖ ４４６万人

利用者は２０～３０代の
夕飯の買い物前後に利用若い主婦が中心

（2008年７月-自社調べ）

クックパッドは

食卓の意思決定メディア
毎日１６時頃をピークにアクセス

若い主婦が中心
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＜クックパッドのレシピを参考に
食材を購入したことがあるか＞N＝14938 ※クックパッド内アンケートによる、2007年6月実施の調査より

＜女性ユーザーの未既婚＞
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広告メニュー 一覧
メニュー 掲載場所 枠数 保証形態 期間

想定表示数（imp）/
配信数

料金
表示数（imp）

単価
表示形式 仕様※別途入稿規定有り/備考

配信数 単価

暮らしと料理を楽しむ３０代
女性にトップ面訴求バナー
（トップラージレクタングル）

トップ
ページ

３枠 imp保証 １週間 １００万imp １００万円 １．００円 ローテーション

[サイズ]横３００×縦２５０ピクセル
[形式・容量]swf：４０ＫＢ以内（FLASH） gｉｆ：３０ＫＢ以内（gif）
[アニメーション]ＦＬＡＳＨ：１０秒以内 gif：６秒以内
[ＡＬＴテキスト]全角２０文字以内 ※半角英数字・記号の使用は不可
[同時入稿可能数及びＵＲＬ]２本まで

暮らしと料理を楽しむ３０代
女性に１人１円訴求バナー

（８０万人×ラ ジレクタングル）

第二階層
以下

８枠 imp保証 １週間 ３２０万imp ８０万円 ０．２５円 ローテーション

[サイズ]横３００×縦２５０ピクセル
[形式・容量]swf：４０ＫＢ以内（FLASH） gｉｆ：３０ＫＢ以内（gif）
[アニメーション]ＦＬＡＳＨ：１０秒以内 gif：６秒以内
[ＡＬＴテキスト]全角２０文字以内 ※半角英数字・記号の使用は不可

（８０万人×ラージレクタングル）
[ＡＬＴテキスト]全角２０文字以内 ※半角英数字 記号の使用は不可
[同時入稿可能数及びＵＲＬ]２本まで

暮らしと料理を楽しむ３０代
女性に１人１円訴求バナー

（４０万人×ラージレクタングル）

第二階層
以下

４枠 imp保証 １週間 １６０万imp ４０万円 ０．２５円 ローテーション

[サイズ]横３００×縦２５０ピクセル
[形式・容量]swf：４０ＫＢ以内（FLASH） gｉｆ：３０ＫＢ（gif）
[アニメーション]ＦＬＡＳＨ：10秒以内 gif：６秒以内
[ＡＬＴテキスト]全角２０文字以内 ※半角英数字・記号の使用は不可
[同時入稿可能数及びＵＲＬ]２本まで

[バナーサイズ]横２８２×縦２３５ピクセル
[形式・容量] swf：４０ＫＢ以内（FLASH） gif：３０KB以内
[アニメーション]ＦＬＡＳＨ：１０秒以内 gif：６秒以内

今週のプレキャン
第二階層

以下
２枠 imp保証 １週間 ４００万imp １００万円 ０．２５円 ローテーション

[ア シ ] Ｓ 秒以内 g 秒以内
[ＡＬＴテキスト]全角２０文字以内 ※半角英数字・記号の使用は不可
[プレゼント商品テキスト]全角２６文字（１３×２行）

※プレゼント商品名のみ
[提供会社名]全角１５文字 ※社名のみ
[キャンペーンタイトルテキスト]全角２２文字（２２×1行）

※キャンペーンタイトルテキストは同一クリエイティブ
[キャンペーンリードテキスト]全角４８文字（２４×２行）
[同時入稿可能数及びURL]１本まで
※オープンキャンペーン・クローズドキャンペーンどちらも掲載可
※半角英数字 記号の使用は不可※半角英数字・記号の使用は不可

パッケージ商品：

暮らしと料理を楽しむ30代女性
トップ面独占パック

トップ
ページ

１枠 imp保証 １週間 ３００万imp ３００万円 １．００円 貼り付け

[サイズ]横３００×縦２５０ピクセル
[形式・容量]swf：４０ＫＢ以内（FLASH） gｉｆ：３０ＫＢ以内（gif）
[アニメーション]ＦＬＡＳＨ：１０秒以内 gif：６秒以内
[ＡＬＴテキスト]全角２０文字以内 ※半角英数字・記号の使用は不可
[同時入稿可能数及びＵＲＬ]２本まで

パッケージ商品：

暮らしと料理を楽しむ30代女性
第二階層

以下
２枠 imp保証 １週間 １,２８０万imp ３００万円 ０．２３円 ローテーション

[サイズ]横３００×縦２５０ピクセル
[形式・容量]swf：４０ＫＢ以内（FLASH） gｉｆ：３０ＫＢ以内（gif）
[アニメーション]ＦＬＡＳＨ：１０秒以内 gif：６秒以内暮 し 料 楽しむ 代女性

320万人リーチパック
以下

枠 p保証 週間 , 万 p 万円 ． 円 テ シ
[ＡＬＴテキスト]全角２０文字以内 ※半角英数字・記号の使用は不可
[同時入稿可能数及びＵＲＬ]２本まで

パッケージ商品：

暮らしと料理を楽しむ30代女性
320万人リーチ４週間パック

第二階層
以下

８枠 imp保証 4週間 １,２８０万imp ３００万円 ０．２３円 ローテーション

[サイズ]横３００×縦２５０ピクセル
[形式・容量]swf：４０ＫＢ以内（FLASH） gｉｆ：３０ＫＢ以内（gif）
[アニメーション]ＦＬＡＳＨ：１０秒以内 gif：６秒以内
[ＡＬＴテキスト]全角２０文字以内 ※半角英数字・記号の使用は不可
[同時入稿可能数及びＵＲＬ]２本まで

トップ・クリック単価 トップ
４枠

クリック ２週間想定 ３,０００クリック
３０万円 シ

[テキスト]１行全角１３文字×１０本（週５本掲載×２週）
※半角英数字・記号の使用は不可トップ クリック単価

１００円テキスト
トップ
ページ

４枠
クリック
保証

２週間想定
（※１）

３,０００クリック
保証

３０万円 - ローテーション [同時入稿可能数及びＵＲＬ]１０本（週５本×２週）
（※必ず内容の異なるクリエイティブを１０本ご用意ください）
（リンク先は10本まで）

主婦向けヘッダ（週刊） ヘッダ １枠 配信保証 １回配信 ２８万通
１回配信
２０万円

- -
[タイトル]全角３７文字以内×１行 ※半角英数字・記号使用可
[本文]全角３７文字以内×３行 ※半角英数字・記号使用可
[ＵＲＬ]１行 ※リンク先ＵＲＬは測定用ＵＲＬを弊社で作成

通 [タイトル]全角３７文字以内×１行 ※半角英数字 記号使用可
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※１ 消化期間は目安であり、保証するものではございません。※各メニューの料金、枠数、仕様は予告なく変更する場合がございます。事前にご確認ください。
※お申込み・ご入稿の際は、必ず別紙「広告約款」をご確認・ご同意の上ご連絡ください。

主婦向けヘッダ（日刊） ヘッダ １枠 配信保証 ２回配信
４０万通

（20万通×2回）
２回セット
２５万円

- -
[タイトル]全角３７文字以内×１行 ※半角英数字・記号使用可
[本文]全角３７文字以内×３行 ※半角英数字・記号使用可
[ＵＲＬ]１行 ※リンク先ＵＲＬは測定用ＵＲＬを弊社で作成

※メニュー内の表記は弊社のメインユーザー層にあたります。



メニュー レシピコンテスト スポンサードキッチン 人気ユーザータイアップ 専門家タイアップ 実感の声タイアップ

タイアップ商品 一覧 ※画面のデザイン・仕様は、変更の可能性が
ございます。あらかじめご了承ください。

掲
載
イイ
メ
ー
ジ

特
徴

①定番商品の
用途拡大による需要底上げ
②新商品の利用シーン創出
＝食べ方創出による需要掘り起こし

①メニューの実施頻度アップで
商品利用を促進
②常設コーナーの開設で
長期的にファン形成

人気ユーザーによる
新商品の利用シーン訴求

専門家の声による
説得力のある商品訴求

モニターユーザーの
実感の声で商品価値を発見

①基本パターン＋オリジナル記事： 初期運用費：200万円 400万円～ 400万円～ 380万円～

参
考
料
金

350万円～
●内訳
・媒体企画費：230万円～
・制作費：120万円～
※賞品、発送費はお客様負担となります。

②基本パターン+取材編集記事：
個別にお見積り

初 費 万
●内訳
・媒体企画費：130万円
・制作費70万円
※賞品、発送費はお客様負担となります。

運営費150万円（４週間）

●内訳
媒体企画費：100万円

万
●内訳
・媒体企画費260万円～
・制作費140万円～

万
●内訳
・媒体企画費260万円～
・制作費140万円～

万
●内訳
・媒体企画費240万円～
・制作費140万円～
※賞品、発送費はお客様負担となります。

個別にお見積り
※賞品、発送費はお客様負担となります。

・媒体企画費：100万円～
・制作費：50万円～
※賞品、発送費はお客様負担となります。

オ

・モバイルタイアップ枠：

＋200万円（グロス）

・ふきだし付：＋50万円（グロス）

・モバイルタイアップ枠：

＋50万円（グロス）

プリ グ付

・アンケート：仕様・価格について
は個別にご相談ください。

・アンケート：仕様・価格について
は個別にご相談ください。

・アンケート：仕様・価格については
個別にご相談ください。

※サンプリングは100個までオ
プ
シ
ョ
ン

※レシピコンテスト期間のみ（継続掲載30万
/4週間）

・つくれぽ付：＋100万円（グロス）

・サンプリング付：＋30万円
（グロス）（※発送費別）※詳細ページ参照
・アンケート：仕様・価格については個別に
ご相談ください

・サンプリング付：

＋30万円※100個まで（グロス）

（※発送費別）
※100個追加につき10万円（例：200個
40万円）
※501個以上は個別見積りとなります。

※サンプリングは100個まで。
※100個以上は個別見積り。
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ご相談ください。

期間 5週間～ 4週間～ 4週間 4週間 4週間

想定
クライアント

家電メーカー、キッチン用品メーカー、食品メー
カー、飲料メーカー 他

食品メーカー、調理器具メーカー、飲料メーカー
他

家電メーカー、キッチン用品メーカー、食品
メーカー、飲料メーカー 他

家電メーカー、キッチン用品メーカー、食品
メーカー、飲料メーカー 他

家電メーカー、キッチン用品メーカー、食品メー
カー、飲料メーカー 他



広告掲載約款
第１条（総則）

本約款は クックパッド株式会社（以下 「当社」といいます ）の運営する「クックパッド」 「モバれぴ」及び当社が配信するメールマガジン等
第７条（支払遅延の効果）
1 申込者が第６条に定める支払を遅滞した場合 当社は広告掲載契約および遅滞のあ た時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載の全てを申本約款は、クックパッド株式会社（以下、「当社」といいます。）の運営する「クックパッド」、「モバれぴ」及び当社が配信するメ ルマガジン等

（以下「当社媒体」といいます。）への広告掲載に関する契約条件となります。
第２条（広告掲載契約の成立）
1. 広告掲載の申込者（以下、「申込者」といいます。）が広告掲載の申込みを行うにあたっては、当社の定める様式の申込書（以下、「申込書」と

いいます。）によるものとします。
2. 当社と申込者との間に書面による事前の合意がない限り、ここに記載されている契約条件が変更されることはありません。申込書に本約款

に定める事項と異なる記載がある場合にも、第６条１項に定める支払条件を除き、本約款が優先して適用されるものとします。
3. 申込者からの広告掲載申込みに対して、当社が遅滞なく承諾の意思表示をしたときに、本約款と申込書を契約内容とする広告掲載契約が成

立します。ただし、当社は、広告掲載開始日を調整する権利を留保させて頂きます。
第３条（申込者の責務）

1. 申込者が第６条に定める支払を遅滞した場合、当社は広告掲載契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載の全てを申
込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて当社に対し損害賠償請求を行
うことはできないものとします。

2. 申込者は第６条に定める広告料金の支払を行わない場合、当社に対し、実際の支払日まで、その日数に応じて年利１０％の遅延損害金を支払うものとします。
第８条（広告原稿の入稿方法）
1. 申込者が当社媒体に掲載を希望する広告の原稿は、当社が指定する日時までに、当社が広告仕様書において指定する形式・形態で行うものとします（以下、
「入稿」といいます。）。また、申込者がすでに入稿した広告の内容を変更する場合も同様とします。

2. 申込者の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、当社は広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。その場
合も、当社は当該広告掲載を行うことができなかった期間を含めて広告料金を申込者に対して請求することができるものとします。

第９条（広告内容の変更）
1. 申込者は、申込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことおよび記載内容に係わる財産権のすべてにつき権利処理

が完了していることを当社に対して保証するものとします。
2. 第三者から当社に対し、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任および負担において解決するものとします。

ただし、当該損害が当社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
第４条（広告掲載基準）
1. 当社では、申込者からの広告掲載申込みにあたり、掲載する広告の内容及び当該広告のリンク先の内容が以下の各号（以下、「本広告掲載

基準」といいます。）に該当するか否かの審査を行い、本広告掲載基準に違反すると判断した場合には、当社は第２条３項の承諾を行わない
ものとします。

2. 暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪を肯定・美化するもの
3 醜悪 残虐 猟奇的で不快感を与える恐れのあるもの

第９条（広告内容の変更）
1. 当社は、広告掲載契約が成立した後も、申込みを受けた広告の内容、形式、もしくはデザインあるいは広告主のホームページの内容等が各種法令に違反して
いる、あるいはそのおそれがある、または本広告掲載基準に抵触していると判断した場合、申込者に対し、当該申込みに係る広告の内容、形式、もしくはデザイ
ン等の変更を求めることができるものとします。

2. 広告掲載期間かどうかを問わず、申込者が当社からの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、当社は、申込者に
対して、催告その他何らの手続きを要せずに、債務不履行責任等の一切の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができ、かつ、この場合におい
ては、申込者からの解約の申込があったものとして第６条２項及び第１１条の定めを適用するものとします。

第１０条（契約の解除）
1. 申込者が次の各号の一に該当した場合、当社は申込者への催告その他何らの手続きを要することなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または
本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合でも、当社は、申込者に対して当社が被った損害の賠償請求ができるものとします。

ず3. 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与える恐れのあるもの
4. 性に関する表現で、卑猥性の高いもの
5. 風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの
6. 公序良俗に反しているもの
7. 犯罪的行為に結び付くもの
8. 第三者の財産、プライバシーを侵害するもの
9. 第三者に不利益を与えるもの
10. 第三者を誹謗中傷するもの
11. 料理や食事をする際の気分を害する可能性のあるもの
12 当社において広告掲載不可としているサービス、商品に関するもの

1. 本約款または当社との他の契約に違反し、当社の催告にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき
2. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生 手続、
会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあったとき、手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他申込者の財政状態が悪化したと当社が判断したとき

3. 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが当社または申込者
の利益または信用を阻害するおそれがあると当社が判断したとき

4. 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が当社、その関連会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあると当社が判断
したとき

5. 広告またはそこからリンクしたホームページの記載内容の全部または一部が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、または本広告掲載基準
に抵触しているとき

6 広告の記載内容が不適切と当社が判断したとき12. 当社において広告掲載不可としているサ ビス、商品に関するもの
13. 法律、政令、省令、条例その他規則、行政指導などに違反するもの。またその恐れのあるもの
14. 広告の表現とリンク先の内容が著しく異なるもの
15. 明示的もしくは黙示的に特定競合を示唆した比較表現、実証されていない事項を挙げる比較表現、不公平な基準による比較表現が含まれる

もの
16. 投機、射幸心を著しく煽るもの
17. 薬事法の定めを遵守していないもの
18. 非科学的、または迷信に類するもので、当社媒体の利用者を惑わせたり、不安を与える恐れのあるもの
19. 氏名、写真、談話及び商標権、著作権等を無断で利用したもの
20. 内外の国家、民族などの尊厳を傷つける恐れのあるもの

6. 広告の記載内容が不適切と当社が判断したとき
2. 申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者が当社に対して負担する一切の債務（この広告掲載契約における債務に限らない）に関する期限の利益は
直ちに喪失するものとします。

第１１条（契約成立後の申込者の都合による解約）
申込者は、広告掲載契約の成立後においても、申込者の都合で広告配信契約を解約することができますが、その場合、申込者は、第６条２項に従い、当社に対
し広告料金に下記の料率を乗じた算出するところの金員を支払わなければならないものとします。

1. 当社による広告ページの制作を伴わないもの
1. 広告掲載開始日の１５日以前に申込者から解約の申込がなされた場合には広告料金の５０％
2. 広告掲載開始日の１４日前から掲載終了日までに申込者から解約の申込がなされた場合には広告料金の１００％

2. 当社による広告ページの制作を伴うもの
21. 欺瞞的なものなど、いわゆる悪質商法によるもの
22. 特定の宗教や政治に関するもの
23. 紙幣、通貨（またはそれに類似するもの）を連想させる表現のあるもの
24. 当社もしくは当社媒体と競合する会社、サービスに関するもの
25. 当社もしくは当社媒体の運営を妨げるもの
26. その他当社もしくは当社媒体の品位を損なうと判断されるもの
27. 過去に本広告掲載基準に違反した申込者からの出稿
28. 内容その他につき責任の所在が不明確なもの
29. 内容およびその目的が不明確なもの
30 内容に虚偽や不当・誇大表示があり 誤認・錯誤される恐れのあるもの

社 広告 制作を伴う
1. 広告掲載開始日の９０日以前に申込者から解約の申込がなされた場合には広告料金の５０％
2. 広告掲載開始日の８９日前から掲載終了日までに申込者から解約の申込がなされた場合には広告料金の１００％

第１２条（免責）
1. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生
など当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとし、
当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではあり
ません。なお、この場合、当社が掲載を行わなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。

2. 広告掲載期間の初日及び広告掲載期間中において広告内容を変更した場合の変更した広告の掲載初日の午前10時から正午までの間は広告掲載調整時間と
し、当該調整時間内の不具合について、当社は免責されるものとします。

3 当社媒体に広告を掲載中に 当該広告からのリンク自体が無効とな た場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合 当社は当該広告掲載を停止する と30. 内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤される恐れのあるもの
31. その他、当社が不適切と判断したもの
第５条（競合調整について）

当社では事前に協議して合意した場合を除き、広告掲載に関して、競合調整（ここで「競合調整」とは、類似商品・サービスに関する複数の広
告が同一時期に掲載されないこと等を目的として掲載時期等の調整を行うことをいいます。）は一切行いません。

第６条（広告料金の支払方法）
1. 当社は、申込者に対し、申込書に記載された広告掲載期間の最後の日の属する月の月末までに広告料金の請求書を発行するものとし、申

込者は、当社から請求された当該広告料金全額を翌月末までに支払うものとします。本項の規定にかかわらず、広告掲載期間が2か月以上
に渡る場合など当社が特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、当社は変更した支払条件を申込書により
申込者に通知するものとします。

3. 当社媒体に広告を掲載中に、当該広告からのリンク自体が無効となった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告掲載を停止すること
ができるものとし、この場合当社は広告不掲載の責を負わないものとします。

4. 広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わず当社が申込者に対し損害賠償責任を負う場合には、当該賠償額は申込者との間の広告掲載契約における広告
料金を上限とします。

第１３条（秘密保持）
当社と申込者は、本約款に基づく広告掲載契約の履行に関し知り得た相手方の機密事項について、相手方の書面による承諾を得ない限り、一切第三者に開示、
漏洩しないものとします。

第１４条（管轄）
この広告掲載契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。

第１５条（準拠法）
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申込者 通知するものとします。
2. 契約成立後から広告掲載開始前もしくは掲載期間中に申込者の都合による解約が行われた場合には、解約の申込がなされた日の属する月

の末日までに広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、第1１条の定めに従い算定された金額を翌月末までに支払うものとします。
3. 本条に定める広告料金の支払は、当社が定める銀行口座に、広告料金に消費税および地方消費税を加えた額を振込むことによって行うも

のとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。

第１５条（準拠法）
本約款の成立、効力、履行及び解釈には、日本国法が適用されるものとします。

第１６条（契約条件の変更）
当社はいつでも本約款の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載の申込みを行った日
（申込書記載の申込日）における本約款の各条項が適用されるものとします。



お申し込み お問い合わせ

sales@cookpad.comメール： @ p

０３-６４０８-６５２０

広告事業部 梶田・関・山口・伊藤・丸山

電話：

担当：

広告事業部長 森下責任者：

■会社名 クックパッド株式会社

■所在地 東京都港区白金台５ １２ ７ MG白金台ビル５F ０３ ６４０８ ６５２０ （代表）■所在地 東京都港区白金台５－１２－７ MG白金台ビル５F ０３-６４０８-６５２０ （代表）
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